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富山県告示第306号 

   富山海区における区画漁業の漁場計画の変更について 

 漁業法（昭和24年法律第 267号）第64条第８項において準用する同条第６項の規 

定に基づき、富山海区漁場計画の一部を変更したので、その内容、漁業法施行規則 

（令和２年農林水産省令第47号）第24条に定める事項、漁業の免許予定日及び申請 

期間について公示する。 

  令和８年６月１日 

                                 富山県知事 新  田  八  朗  

第１ 富山海区漁場計画 

   富山海区における区画漁業の漁場計画の一部を次のように改正する。 

   次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」 

  という。）でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 

  これに加える。 

 

毎週月.水.金曜日発行 
令和８年６月１日 

月 曜 日 

  令和８年６月１日      富 山 県 報          第 5525号  1   



 

改
 
正

 
後
 

改
 
正

 
前
 

第
12
次
区
画
漁
業
権
の
漁
場
計
画
 

区
第
１
号
～
第
26
号
 
（
略
）
 

 １
 
公

 
示

 
番
 
号

 
区
第
2
7
号

 

２
 

 免
 

 許
 

 の
 

 内
 

 容
 ⑴

 
漁
業
種
類

 
第
１
種
 
区
画
漁
業

 

⑵
 
漁
業
の
名
称

 か
き
垂
下
式
養
殖
業

 

⑶
 
漁
業
の
時
期

 １
月
１
日
か
ら

1
2
月
3
1
日
ま
で

 

⑷
 
存
続
期
間

 
免
許
の
日
か
ら
令
和

1
0
年
８
月

3
1
日
ま
で
 

⑸
 
漁
場
の
位
置

 富
山
県
富
山
市
地
先

 

(
6
)
漁
場
の
区
域

 

 次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
及
び
ア
の
各
点
を
順
次
に
結
ぶ

 

４
直
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

 

ア
 
北
緯
3
6
度

4
6
分
1
3
.
0
秒
 
東
経
1
3
7
度
1
6
分

2
2.
0
秒
 

イ
 
北
緯
3
6
度

4
6
分
0
7
.
0
秒
 
東
経
1
3
7
度
1
6
分

1
9.
0
秒
 

ウ
 
北
緯
3
6
度

4
6
分
0
9
.
0
秒
 
東
経
1
3
7
度
1
6
分

0
4.
0
秒
 

エ
 
北
緯
3
6
度

4
6
分
2
0
.
0
秒
 
東
経
1
3
7
度
1
6
分

0
4.
0
秒
 

   

３
 
制
限
又
は
条
件

 
な
し

 

４
 
個
別
漁
業
権
又

 

 
は
団
体
漁
業
権
の

 

 
別
（
団
体
漁
業
権

 

 
で
あ
れ
ば
関
係
地

 

 
区
）

 

団
体
漁
業
権

 

富
山
県
富
山
市
岩
瀬
天
神
町

 

 

 

第
12
次
区
画
漁
業
権
の
漁
場
計
画

 

区
第
１
号
～
第
26
号
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

                        
 

 

  2  令和８年６月１日       富 山 県 報         第 5525号   



 

 

 

区
第
2
8
号
 

第
１
種
 
区
画
漁
業

 

藻
類
養
殖
業

 

１
月
１
日
か
ら

1
2
月
3
1
日
ま
で

 

免
許
の
日
か
ら
令
和

1
0
年
８
月

3
1
日
ま
で

 

富
山
県
富
山
市
地
先

 

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
及
び
ア
の
各
点
を
順
次
に
結
ぶ
４
直
線
に
よ
っ
て

 

囲
ま
れ
た
区
域

 

ア
 
北
緯

3
6
度

4
6
分

1
3
.
0
秒

 
東
経

1
3
7
度

1
6
分

2
2
.
0
秒

 

イ
 
北
緯

3
6
度

4
6
分

0
7
.
0
秒

 
東
経

1
3
7
度

1
6
分

1
9
.
0
秒

 

ウ
 
北
緯

3
6
度

4
6
分

0
9
.
0
秒

 
東
経

1
3
7
度

1
6
分

0
4
.
0
秒

 

エ
 
北
緯

3
6
度

4
6
分

2
0
.
0
秒

 
東
経

1
3
7
度

1
6
分

0
4
.
0
秒

 

な
し

 

団
体
漁
業
権

 

富
山
県
富
山
市
岩
瀬
天
神
町

 

 

 

（
新
設
）
 

  

                       

 
 

  令和８年６月１日      富 山 県 報          第 5525号  3   



 

 

区
第
2
9
号
 

第
１
種
 
区
画
漁
業

 

か
き
垂
下
式
養
殖
業

 

１
月
１
日
か
ら

1
2
月

3
1
日
ま
で

 

免
許
の
日
か
ら
令
和

1
0
年
８
月

3
1
日
ま
で

 

富
山
県
射
水
市
地
先

 

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
及
び
ア
の
各
点
を
順
次
に
結
ぶ
４
直
線
に
よ
っ
て
囲
ま

 

れ
た
区
域

 

ア
 
北
緯
3
6
度
4
6
分

1
9
.
0
秒
 
東
経
1
3
7
度

0
8
分

2
2
.3
秒

 

イ
 
北
緯
3
6
度
4
6
分

1
8
.
5
秒
 
東
経
1
3
7
度

0
8
分

2
4
.0
秒

 

ウ
 
北
緯
3
6
度
4
6
分

1
4
.
4
秒
 
東
経
1
3
7
度

0
8
分

2
2
.3
秒

 

エ
 
北
緯
3
6
度
4
6
分

1
4
.
9
秒
 
東
経
1
3
7
度

0
8
分

2
0
.5
秒

 

な
し

 

団
体
漁
業
権

 

富
山
県
射
水
市
海
老
江

 

 

 

（
新
設
）
 

                             

 
 

  4  令和８年６月１日      富 山 県 報          第 5525号   



 

 

 

区
第
3
0
号
 

第
１
種
 
区
画
漁
業

 

藻
類
養
殖
業

 

１
月
１
日
か
ら

1
2
月
3
1
日
ま
で

 

免
許
の
日
か
ら
令
和

1
0
年
８
月

3
1
日
ま
で

 

富
山
県
射
水
市
地
先

 

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
及
び
ア
の
各
点
を
順
次
に
結
ぶ
４
直
線
に
よ
っ
て
囲
ま

 

れ
た
区
域

 

ア
 
北
緯
3
6
度

4
6
分
1
9
.
0
秒
 
東
経
1
3
7
度
0
8
分

2
2
.3
秒

 

イ
 
北
緯
3
6
度

4
6
分
1
8
.
5
秒
 
東
経
1
3
7
度
0
8
分

2
4
.0
秒

 

ウ
 
北
緯
3
6
度

4
6
分
1
4
.
4
秒
 
東
経
1
3
7
度
0
8
分

2
2
.3
秒

 

エ
 
北
緯
3
6
度

4
6
分
1
4
.
9
秒
 
東
経
1
3
7
度
0
8
分

2
0
.5
秒

 

な
し

 

団
体
漁
業
権

 

富
山
県
射
水
市
海
老
江

 

 

 

（
新
設
）
 

                           

 
 

  令和８年６月１日      富 山 県 報          第 5525号  5   



 

 

区
第
3
1
号
 

第
１
種
 
区
画
漁
業

 

藻
類
養
殖
業

 

１
月
１
日
か
ら

1
2
月

3
1
日
ま
で

 

免
許
の
日
か
ら
令
和

1
0
年
８
月

3
1
日
ま
で

 

富
山
県
射
水
市
地
先

 

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
及
び
ア
の
各
点
を
順
次
に
結
ぶ
４
直
線
に
よ
っ
て

 

囲
ま
れ
た
区
域

 

ア
 
北
緯
3
6
度
4
6
分

3
1
.
5
秒
 
東
経
1
3
7
度

0
8
分

1
5
.9
秒

 

 
（
測
量
標
第

6
4
－
３
号
か
ら
第

1
4
－
２
号
の
見
透
線
を
基
準
と
し
て

 

 
 
 
3
1
7
度
2
9
分

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
9
6
メ
－
ト
ル
の
点
）

 

イ
 
北
緯
3
6
度
4
6
分

2
9
.
3
秒
 
東
経
1
3
7
度

0
8
分

2
3
.5
秒

 

 
（
同
 
3
3
2
度
0
7
分

 
 
 
 
  
  

 
 

 
 
 
 
2
9
1
メ
－
ト
ル
の
点
）

 

ウ
 
北
緯
3
6
度
4
6
分

2
3
.
2
秒
 
東
経
1
3
7
度

0
8
分

2
0
.7
秒

 

 
（
同
 
 
 
8
度
4
5
分

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3
33
メ
－
ト
ル
の
点
）

 

エ
 
北
緯
3
6
度
4
6
分

2
5
.
5
秒
 
東
経
1
3
7
度

0
8
分

1
3
.1
秒

 

 
（
同
 
 
4
0
度
4
3
分

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1
87
メ
－
ト
ル
の
点
）

 

な
し

 

団
体
漁
業
権

 

富
山
県
射
水
市
海
老
江

 

 

 

（
新
設
）
 

                               

 

  6  令和８年６月１日      富 山 県 報          第 5525号   



  令和８年６月１日      富 山 県 報        第 5525号  7   

  

 ５ 変更後の富山海区漁場計画の区第27号、区第28号、区第29号、区第30号及び 

  区第31号に係る免許予定日 

   令和８年９月１日 

 ６ ５に係る免許申請期間 

   令和８年７月１日から同年７月31日まで 

 

第２ 富山海区漁業調整委員会の意見の概要及び意見の処理の結果 

   異議なしとの答申があったため、案のとおりに変更 

 

第３ 漁場図 
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区第 29号、区第 30号及び区第 31号 
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富山県告示第307号 

   指定公金事務取扱者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 243条の２第１項に規定する指定公金事務 

取扱者を指定したので、同条第２項及び富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17 

号）第 151条の２の規定により告示する。 

  令和８年６月１日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地 

  富山県富山市荒町２番21号 

  北銀リース株式会社 

２ 指定公金事務取扱者が受託した公金事務に係る歳入等又は歳出 

  富山県奨学資金（一般奨学資金）に係る償還金の収納事務 

３ 指定公金事務取扱者が公金事務を受託した期間 

  令和８年５月12日から令和９年３月31日まで 

４ 指定公金事務取扱者を指定した日 

  令和８年５月12日 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      程 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県公安委員会の事務の専決に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和８年６月１日 

                    富山県公安委員会委員長 庵 栄伸  

富山県公安委員会規程第４号 

   富山県公安委員会の事務の専決に関する規程の一部を改正する規程 

 富山県公安委員会の事務の専決に関する規程（昭和61年富山県公安委員会規程第 

２号）の一部を次のように改正する。 

 別表行商従事者証等の様式の承認に関する規程（平成７年国家公安委員会告示第 

７号）の項の次に次のように加える。    
 

盗難特定金属製物品

の処分の防止等に関

する法律（令和７年

法律第75号） 

１ 第３条第１項の規定による営業開始届出書の受理 

２ 第３条第２項の規定による廃止届出書の受理 

３ 第３条第２項の規定による変更届出書の受理 

４ 第４条に規定する届出番号等の通知 
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 ５ 第11条の規定による特定金属くず買受業を営む者に 

 対する指示 

６ 第13条第１項の規定による特定金属くず買受業を営 

 む者に対する報告若しくは資料の提出要求又は警察職 

 員の行う営業所若しくは特定金属くずの保管場所への 

 立入検査等の下命 

７ 第14条の規定による盗難特定金属製物品に関する情 

 報の提供 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

保安林の立木の伐採に係る皆伐面積の限度について 

 森林法施行令（昭和26年政令第 276号）第４条の２第３項の規定により、令和８ 

年度における保安林の皆伐による立木の伐採につき、森林法（昭和26年法律第249 

号）第34条第１項の許可をすべき皆伐面積の限度を次のとおり公表する。 

  令和８年６月１日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

単位区域名 保安林の種類 皆伐の面積の限度（ヘクタール） 

小 川 
水源かん養保安林 174 96 

土砂流出防備保安林 267 82 

黒 部 川 
水源かん養保安林 290 73 

土砂流出防備保安林 1,110 24 

片 貝 川 
水源かん養保安林 266 55 

土砂流出防備保安林 422 37 

早 月 川 
水源かん養保安林 220 04 

土砂流出防備保安林 231 64 

常 願 寺 川 
水源かん養保安林 393 04 

土砂流出防備保安林 552 99 
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神 通 川 

水源かん養保安林 629 52 

土砂流出防備保安林 508 90 

干 害 防 備 保 安 林 5 92 

庄 川 
水源かん養保安林 279 47 

土砂流出防備保安林 1,024 80 

城 端 地 区 
水源かん養保安林 150 52 

土砂流出防備保安林 50 30 

小 矢 部 
水源かん養保安林 374 14 

土砂流出防備保安林 48 74 

氷 見 地 区 
水源かん養保安林 15 46 

土砂流出防備保安林 3 62 

計 

水源かん養保安林 2,794 43 

土砂流出防備保安林 4,221 42 

干 害 防 備 保 安 林 5 92 

合 計  7,021 77 

 

 

都市計画の変更案の縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第18条 

第１項の規定により次のとおり都市計画を変更しようとするので、同法第21条第２ 

項において準用する同法第17条第１項の規定により公告し、当該都市計画の変更案 

を公衆の縦覧に供する。 

 なお、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市 

計画の変更案について、県に意見書を提出することができる。 

  令和８年６月１日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 都市計画の種類及び名称 
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  （種類）小矢部都市計画道路 

  （名称）３・５・10号 畠中松沢線 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

  小矢部市桜町字雀谷 

  ただし、別紙図面表示のとおり。 

３ 都市計画の変更案の縦覧の期間及び場所 

 ⑴ 期間 

   令和８年６月２日から令和８年６月15日まで 

 ⑵ 場所 

   富山県土木部都市計画課 

   小矢部市産業建設部都市建設課 

   富山県都市計画課ホームページ 

(「別紙図面」は、省略し、３の⑵に掲げる縦覧場所に備え置いて縦覧に供する。) 
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